
 

 

 

 

 

 

 

 

 

この数週間でも活動制限についての連絡を何度かさせていただきましたが，保護者や地域の皆様

の御協力や御指導により，本校児童は比較的落ち着きのある元気な生活を送ることができています。

しかしながら，新型コロナウイルス感染においての「まん延防止等重点措置」が３月６日まで延長

になったことを受け，学年末まで活動の更なる見直しをすることにしました。裏面に記しましたよ

うに，学年末に向けての様々な教育活動を，安全や安心を確保しつつ可能な限りの工夫をして，充

実の学年末，笑顔の卒業と修了にしたいと考えています。 

御家庭での「早寝・早起き・朝ごはん」と「健康観察」をこれまで以上によろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

～  命 を 守 る  ～ 

 ２００１年６月８日，大阪の池田市にある大阪教育大学附属池田小学校で，校地内に侵入した男

が低学年児童を次々とナイフで刺し，殺傷する事件がありました。20年以上前の事件ですが，凄惨

な事件でしたので記憶に残っている方も多いと思います。この事件は，それまでの「開かれた学校」

を進める路線を大きく変更させ，いかに不審者を早期発見するか，侵入をどう防ぐか，侵入された

場合の避難をどうするか，ということが，各学校で明確に示され，訓練されるようになりました。 

 本校では，2月に不審者侵入を想定した避難訓練を計画していました。しかし，現状では異学年

を同じスペースに入れての活動が困難であることから，避難（全校児童が集合）しての指導は断念

しました。しかし，いくらコロナ禍とはいえ，自他の命を守るための訓練（学習）を行わないわけ

にはいきません。そこで，担当者が指導すべき項目を精選し，不審者侵入のシミュレーションと，

いろいろな場面において教職員や児童がとるべき行動を確認し合う時間をとる『避難（しない）訓

練』を各学級単位で行うことにしました。実際に動いてみることもありますが，全校一斉という訓

練ではありませんので発達段階に応じた指導ができる利点もあります。学びは止めません。 

～  教 育 的 意 義 と は …  ～ 

 これまでのおたよりでも，変更等の理由や視点で，抽象的な言葉ですが『教育的意義』という言

葉を何度か使っています。本校としての意義の最優先は，学校教育目標にもある『主体性を育む』

ことです。そのために特に重要なことは，形を変えてでも，可能な部分だけでも実施します。『主体

性』は『自分自身で考え，判断し，行動する』ということなので，それなら自分一人でも培うこと

ができると思われるかもしれませんが，それは違います。一人だけで学ぼうとすると，『自分本位』

になりがちです。「客体」との関係において「主体」は成立するのですから，他との関係の築き方を

学ぶことが主体性を育むことになります。個の学びも重要ですが，級友や他学年児童，教職員など，

多くの人とのつながりを大切にし，学校教育としての集団での学びも大切にしていきます。 

 

 

 

 

 

 

長崎市立女の都小学校 学校だより 

令和４年２月１４日 文責 校長：松田伊知郎 

  

 

＜学校教育目標＞自ら考え，主体的に判断し，行動する，心豊かで心身ともにたくましい子どもの育成 

＜めざす児童像＞ 

 ○め あてを立ててすすんで学ぶ子 

 ○の ぞみをもってたくましく生きる子 

 ○と もだちとみがきあう思いやりのある子 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ ２ ・ ３ 月 予 定 に つ い て～ 

長崎県内への「まん延防止等重点措置」の延長を受け，教育活動の２・３月分の見直しをしてい

ます。２月分で示されてない分は以前示した分（「めのと１月２４日付」）を御参照ください。 

＜２月の行事＞ 

24日(木) クラブ活動→延期 1～3年生５時間授業 4～6年生は教科の６時間授業 

    （３月９日（水）に延期）     1～３年生14:40下校 4～6年生15:25下校 

＜３月の行事＞ 

１日(火) 全校集会→リモート開催 

７日(月) ６年生を送る会→リモート開催 

8日(火) 縦割り活動→延期 ※１５日に望みをかけます。 

9日(水) クラブ活動 1～３年生14:40下校 4～6年生15:25下校 

    ※できなくなった場合も下校時刻は変更なし（２月２４日と同様，６時間目は教科）。 

10日(木) 集団下校（５年生主導）…各学級の教室から該当班員のみが下足室集合，下校 

全学年５時間授業，給食後13:40下校 

11日(木) 全学年５時間授業，給食後13:40下校 

15日(火) 縦割り活動（５年生主導） 

16日(水) 卒業式準備 1～3，6年生13:20下校 4・5年生15:25下校 

17日(木) 卒業証書授与式 1～4年生休業日(登校なし) 5・6年生通常登校，11:50下校 

18 日(金) 全学年（１～５年）５時間授業，給食後 13:40 下校 

22 日(火) 全学年（１～５年）５時間授業，給食後 13:40 下校 

23 日(水) 全学年（１～５年）５時間授業，給食後 13:40 下校 

24 日(木) 修了式，離任式 11:40 下校 

 これまでのつながりとそれぞれへの感謝を込めて，

最後の実施の望みをかけて予定します‼ 

 部活動でも，3月6日まで下記の制限が続きます。社会教育等における行動指針として参考にし

てください（２月１4日付通知を小学生向けに読み替えています）。 

○3月6日まで，部活動は中止とする。 

 ※大会への参加は，全国・九州・県の競技団体が主催・共催・後援する公式大会等への出場のみ。 

※全国大会・九州大会等への参加は中央競技団体等が主催・共催・後援する大会とし，準備のための練習

等については，生徒の安全確保の観点から，公式大会の概ね３週間前より，必要最小限の人数で，平日

２時間程度の自チームでの活動のみとする。県内および市内における大会への参加は，上記の全国・九

州・県大会に直接つながる予選大会のみ可とする。また，上位大会と位置付けていた全国・九州・県大

会が中止となった場合の市の大会は予選大会とみなし，参加可とする。なお，シード決めや強化を目的

とした大会への参加は不可。その際も土日及び休業日の活動は中止。 

※近距離で組み合うことが主体となる活動や身体接触を伴う活動，大きな発声や激しい呼気を伴う活動，

室内で子供同士が近接距離で行う合唱や管楽器演奏等の感染リスクの高い活動は行わない。 

※練習の際は，これまでの通知に基づき，健康観察や基本的感染防止対策等の徹底に十分留意する。 

 ＜これまでの通知にあった対策例＞ 

・練習前後の部室等の一斉利用と集団飲食を避け，練習終了後は速やかな帰宅を促す。 

・密集を避けるため活動時間などを工夫すると共に，活動中は大きな声での会話や応援等は行わない。 

３月予定の学校保健委員会は中止 

 できる限り対面で実施したいと考えています。 

 


